
畑、果樹園等の農地に地目変更
宅地、倉庫、作業場、車庫、ハウス
資材置場

項　目

用　途 復旧見込みなし

条　件 耕作不能

用　途

用　途
事務所、倉庫、水稲育苗施設、作業場
資材置場、ライスセンター

年４月１日より適用されることになります。

　長らく懸案事項だった決済金の減免基準の改正が、１１月２２日開催の理事会において議決されました。今後はこ

の新たな基準に基づいて、より詳細で明解な規則の運用がなされることになります。なお、この改正基準は平成２３

学
よ
り
平
尾
教
授
を
講
師
と
し
て
お
招
き
し
て
、

全

条　件 転用後も田を所有し農業を行うこと

※　ただし、上記に該当しない特殊な地区除外の場合は、理事長の判断により決済金を減免することもあります。

条　件
変更後も農地・用排水施設の維持管理を
行うこと

決済金
　維持管理費の75％免除
（年間維持管理費の5倍の額）

決済金
　維持管理費の75％免除
（年間維持管理費の5倍の額）

本区管理の用排水路施設、揚排水機場
施設の敷地
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全額免除

転用後も団体の構成員で農業を行うこと

用　途

用　途

項　目 組合員本人のための転用 項　目

用　途

国・県・市町村道、公園、公民館等

条　件 寄付 条　件

売　買

維持管理費の免除

決済金 維持管理費の免除 決済金
　維持管理費の75％免除
（年間維持管理費の5倍の額）

項　目

決済金 全額免除 決済金

【　新たな決済金減免基準　】

畑等に用途変更

災　害　地 項　目 土地改良区の行う事業

公　共　用　地 項　目 農業団体施設

条　件 寄　付

平尾教授による説明の様子

作業に集中する
職員の皆さん




